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１．義務教育段階では、保護者に対し子どもを就学させる義務が課せ

られている。 

 

２．しかし、不登校のケース、子どもをインターナショナルスクールに通

わせるケースなどの実態に対応するため、就学義務制度の見直し

が国において進められている。 

 

３．多様な選択肢を認めるため、学校以外の場で子どもに教育を受け

させることを可能にする制度改正を行うべきである。就学義務では

なくいわば教育義務を保護者に課す。 

 

４．教育義務への制度改正を行うためには、教育委員会が定期的に

子どもの状況をチェックするなどの体制を整備する必要がある。 
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１．はじめに 

 

わが国の小学校就学率はすでに明治 38

年に 95％を超え、現在に至るまでほぼ一貫

して100％近くに達している1。現行制度は、

保護者に対し子どもを学校に就学させる義

務を課しており、6歳から 15 歳までのすべ

ての子どもが小学校、中学校または特別支

援学校、中等教育学校のいずれかに通うこ

とになっている。 

就学義務の徹底によりわが国の教育水準

は向上した。しかし、不登校で子どもが学

校に通っていないケースや、学校ではなく

インターナショナルスクール等の外国人学

校に子どもを通わせているケースも生じて

いる。このような実態に対応するため、国

において就学義務のあり方に関する検討が

進みつつある。 

以下では、就学義務のあり方を見直し、

多様な選択を可能にする制度改正を行うこ

とを提案する。 

 

２．現行制度の仕組み 

 

憲法は「すべて国民は、法律の定めると

ころにより、その保護する子女に普通教育

を受けさせる義務を負ふ。」（26 条 2 項）と

定めている。教育基本法（平成 18 年法律

120 号）は「国民は、その保護する子に、

別に法律で定めるところにより、普通教育

を受けさせる義務を負う。」（5 条 1 項）と

                                                  

                                                 

1文部省『学制百年史資料編』（帝国地方行政学

会、昭和 47年）ｐ.497、中央教育審議会義務教

育特別部会（平成 17 年 3月）資料、文部科学省

『文部科学白書（平成 19 年度）』ｐ.394。 

定める2。憲法及び教育基本法では普通教育

を受けさせる義務は規定しているものの、

学校に通わせる義務までは規定していない。 

学校に通わせる義務、すなわち就学義務

を規定しているのは学校教育法（昭和 22

年法律 26 号）である。同法は「保護者は、

子（略）を小学校又は特別支援学校の小学

部に就学させる義務を負う。（略）」（17 条 1

項）、「保護者は子（略）を中学校、中等教

育学校の前期課程又は特別支援学校の中学

部に就学させる義務を負う。」（17 条 2 項）

と規定する。 

保護者が就学義務を履行しない場合には

履行の督促が行われ、それにも従わない場

合には罰金が科せられる3。 

ただし、「病弱、発育不完全」で特別支援

学校における教育を受けられない場合や児

童生徒が失踪した場合など「やむを得ない

事由」がある場合には、就学義務を猶予又

は免除することができる4。なお、経済的な

理由によって就学困難と認められる子ども

 
2「普通教育」とは、「一個の人間として、また、

一人の国民及び社会人として必要な一般的教養

を施す教育」（鈴木勲編著『逐条学校教育法第 6

次改訂版』（学陽書房、平成 18 年）ｐ.198）で

あると解されている。 
3就学義務違反の場合にとられる手続は次のと

おりである（学校教育法 17 条 3項及び 144 条、

学校教育法施行令（昭和 28 年政令 340 号）20

条及び 21 条）。 

① 児童生徒が 7 日間出席せず、その他出席

状況が良好でない場合で、正当な事由がな

いときは、校長はその旨を市町村教育委員

会に通知する。 

② 市町村教育委員会は、①の通知を受けた

とき、保護者が就学義務を怠っていると認

められるときは、保護者に対して児童生徒

の出席を督促する。 

③ 督促を受けたにもかかわらず、児童生徒

を就学させない者は、10 万円以下の罰金に処す

る。 
4学校教育法 18 条。 

 2 2 
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の保護者に対しては市町村が必要な援助を

行うこととされている5ので、経済的な理由

は「やむを得ない事由」に含まれないと解

釈されている6。 

 

３．国の動き 

 

 就学義務に関しては、平成 15 年の中央教

育審議会答申において義務教育制度の弾力

化について言及7された後、平成 17 年の同

審議会初等中等教育分科会の審議のまとめ

における「今後の審議において検討を深め

る必要がある」意見として、たとえば次の

内容が示されている。 

「○ 保護者の希望を反映させるという

観点から、義務教育を就学義務では

なく教育義務としてとらえ直すこと

も必要なのではないか。 

○ 欧米や戦前の日本では、義務教育

の例外的措置を認めてきた。このよ

うに、学校での指導を原則としつつ、

一定の条件付きで、いわゆる「フリ

ースクール」での教育機会も認める、

あるいはインターナショナルスクー

ルなどでの就学を可とする方向を模

索すべき。ただし、副作用や弊害な

ど二次的効果について配慮すること

が必要。」 

同年の答申においても就学義務の弾力化

                                                                                                   
5同法 19 条。 
6前掲『逐条学校教育法第 6次改訂版』ｐ.244。 
7「義務教育に関して、社会の変化や保護者の意

識の変化に対応し、義務教育制度をできる限り

弾力的なものにすべきとの観点から（略）保護

者の（略）教育選択などの仕組みなどについて

様々な意見が出された。」（平成 15 年 3月中央教

育審議会答申『新しい時代にふさわしい教育基

本法と教育振興計画の在り方について』）。 

を検討することの必要性が指摘8され、平成

18 年以降も審議が継続されている。 

平成19年 1月には以下のとおり意見の整

理が行われたが、同審議会における結論は

まだ出ていない。 

「フリースクールなど学校外での教育施

設の学修については、就学義務の履行と

認めるべきという意見もあったが、学校

復帰を目指した教育が重要であり現在で

も出席扱いは可能であること、またフリ

ースクールは多様であることなどから、

一律に就学義務の履行と認めることは問

題であるという反対意見があった。」 

 

４．現行制度の問題点 

 

前述のように、保護者が子どもを学校に

通わせない、すなわち就学義務の履行を怠

っている場合、保護者に罰金を科すことで

就学義務の履行を担保している。実際に罰

金が科せられた事例もごくまれに存在する
9。 

不登校のケースや外国人学校のケースも、

子どもは学校に通っていない。これらのケ

ースについても罰金を科して就学義務の履

行を担保することになるであろうか。現行

制度の問題点について考えてみたい。 

 

（１）不登校のケース 

不登校は就学義務違反になるであろう

 
8「不登校等の児童生徒について、一定の要件の

もとで、フリースクールなど学校外の教育施設

での学修を就学義務の履行とみなすことのでき

る仕組み等について検討することも求められ

る。」（平成 17 年 10 月中央教育審議会答申『新

しい時代の義務教育を創造する』）。 
9前掲『逐条学校教育法第 6次改訂版』ｐ.1013。

昭和 50 年学校教育法違反事件（岐阜家庭裁判所

判決）。 

 3 3 
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か。 

子どもが学校に通っていないという外

形だけを見れば保護者が就学義務の履行

を怠っているようにも見える。しかし、

不安などの理由により学校に行くことが

できずに不登校になっている場合、就学

義務の履行を保護者に督促しても意味は

ない。保護者としてもできれば学校に通

ってほしいと思っているからである10。こ

のような場合、保護者には就学義務を履

行しない「正当な事由」があると解釈さ

れている11。不登校のケースでは保護者は

就学義務の履行を督促されることはない。 

しかし、不登校は正当な事由に含まれ

るという解釈にとどまるのではなく、も

う一歩進めて制度上明確に不登校を位置

づけるべきである。全国には小中学生が

1,080 万人12おり、個々の子ども状況が極

めて多様であることを考えれば、そのす

べてが常に学校に通うことは現実には不

可能であろう。不登校児童生徒が 12 万 7

千人（小中学生全体の 1.2％）13もいる以

上、実態に合わせて制度を見直すべきで

ある。 

さらに、不登校が制度上位置づけられ

ていないため、不登校への対応が各学校

や各教育委員会の裁量にまかされている

点が問題である。実態上は教職員が家庭

                                                  

                                                 

10いわゆる「あそび・非行」型の不登校であっ

て保護者もそれを容認している場合は、就学義

務の不履行と判断される可能性もあると考える。

しかし、実態としては、学校及び教育委員会は、

「あそび・非行」型の不登校であっても就学義

務履行の督促をするのではなく、児童生徒及び

保護者に対する指導によって対応している。 
11中央教育審議会初等中等教育分科会（平成 18

年 6月）資料による。 
12文部科学省調査による平成 18 年度データ。 
13文部科学省調査による平成 18 年度データ。欠

席日数は年間 30 日以上。 

訪問を行い、教育支援センター（適応指

導教室）において支援を行うなどさまざ

まな取組が進められているが、これらは

各学校や各教育委員会の自主的な努力に

よるものである。 

不登校への対応について、共通の枠組

みが必要なのではないだろうか。 

 

（２）外国人学校に通うケース 

次に、子どもをインターナショナルス

クール等の外国人学校に通わせている場

合はどうだろうか。 

文部科学省の資料によれば、小学部又

は中学部を持つ外国人学校に在籍する日

本人児童生徒の数は 3,366 人14である。 

外国人学校は、学校教育法上の「学校」

ではないことから、子どもを外国人学校

に通わせていたとしても、就学義務を履

行したことにはならない。保護者は就学

義務に違反している。 

保護者に対し、就学義務の履行を督促

する教育委員会はあるが、罰金を科した

実例を筆者は把握していない。仮に実例

があったとしてもわずかな数であろうと

推測される。制度を運用して罰金を科す

ことが困難な状況にまで実態が進んでし

まっている。また、外国人学校に通う子

どもは制度の枠外にあるとして、教育委

員会が積極的に関与しようとしない点も

問題である。 

この外国人学校のケースについても、

実態に合わせて制度を見直し、教育水準

を確保するために何らかの措置を講ずる

べきではないだろうか。 

 
14中央教育審議会初等中等教育分科会（平成 18

年 6月）資料による。外国人学校のうち各種学

校として認可を受けているものに在籍する児童

生徒の数（平成 17 年 5月現在）。 

 4 4 
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５．解決への具体的提案 

 

学校は、教育を行う場としてそれにふ

さわしい機能を有しており、多くの子ど

もたちにとって学校は有意義な場である

ことは言うまでもない。しかし、一人残

らずすべての子どもにとって学校が最善

の選択肢とは限らない。諸外国でも米国、

英国、フランスの制度では学校に通わな

いことを認めている15。 

わが国でもかつては就学義務の例外措

置を認める制度があったが、戦時下の教

育体制において例外措置は廃止された16。

その後今日まで就学義務が徹底されてき

たが、近年の不登校や外国人学校のケー

スを考慮すれば、就学義務を徹底する一

方で例外的にその弾力化を図る必要があ

る。なぜならば、現行制度では不登校や

外国人学校のケースを想定していないた

め、これらのケースは制度の枠外に陥っ

ており、制度上は教育水準の確保がなさ

れることなく放置されているからである。

実態上、これらのケースにおける教育水

準は高い場合も低い場合もあると考えら

れるが、制度上の措置を講じることで一

定水準を確保することができる。 

                                                  

                                                 

15中央教育審議会初等中等教育分科会（平成 16

年１月）資料による。 
16明治 23 年の小学校令（勅令 215 号）では、「第

二十二条 学齢児童ヲ保護スヘキ者ハ其学齢児

童ヲ市町村立小学校又ハ之ニ代用スル私立小学

校ニ出席セシムヘシ若シ家庭又ハ其他ニ於テ尋

常小学校ノ教科ヲ修メシメントスルトキハ其市

町村長ノ許可ヲ受クヘシ」と家庭等での教育を

認める規定を置いていた。しかし、家庭等での

教育を認める規定は、就学義務の徹底を図るた

め、戦時下の教育体制を定める昭和 16 年の国民

学校令（勅令 148 号）からは削られ、昭和 22

年に制定された学校教育法でも同様に例外措置

を認める規定は設けられていない。 

就学義務の弾力化には世論も肯定的で

ある。「義務教育に関する意識調査」17に

よれば、保護者のうち「不登校の子ども

のためのフリースクール等を義務教育と

して認める」ことに対し「賛成」「まあ賛

成」と回答した者の割合はあわせて

63.2％であるのに対し、「反対」「まあ反

対」と回答した者の割合はあわせて5.8％

に過ぎない。 

 

以下では、実態に即した多様な教育機

会を認めるための制度改正の内容と効果、

制度改正に伴う懸念とそれに対する考え、

家庭の経済的負担等について述べてみた

い。 

 

（１）教育義務への制度改正と効果 

現行の就学義務制度を改正し、保護者

の申請に応じ、市町村教育委員会の判断

により学校以外の場で子どもに教育を受

けさせることを例外的に認めるべきであ

る。就学しないという選択をした保護者

に対しては、場所は家庭またはフリース

クール、インターナショナルスクールな

どどこであってもよいが、子どもに教育

を受けさせる義務を課す。就学義務では

なく、いわば教育義務を保護者に課すの

である。 

さらに、一定の教育水準を確保するた

め次の条件を付す。 

① 市町村教育委員会は、保護者が子ど

もに教育を受けさせているかどうかを

面接により定期的にチェックする。仮

に適切な教育が行われていないと判断

されるときは、保護者に対し改めて子

どもの就学を義務づける。 

 
17文部科学省が平成 17 年 11 月に公表（調査実

施主体は（株）ベネッセコーポレーション）。 
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② 義務教育段階の終了時点で、現行の

「就学義務猶予免除者等の中学校卒業

程度認定試験」と同様の試験を受けさ

せる。試験に合格すれば高校入学資格

を付与する。 

このため、学校教育法に次の規定を加

える。 

「○条○項 （就学義務の規定にかかわ

らず）保護者は、子を小学校又は特

別支援学校の小学部に就学させない

で心身の発達又は能力に応じた普通

教育を当該子に受けさせる必要があ

ることについて市町村の教育委員会

による認定を受けたときは、当該子

を就学させないことができる。 

○項 前項に規定する認定を受けた保

護者は、子に家庭その他の場におい

て普通教育を受けさせなければなら

ない。  

 ○項 市町村の教育委員会は、○項に

規定する認定を行ったときは、保護

者が子に普通教育を受けさせている

ことを政令で定める期間ごとに確認

するものとする。 

○項 前項の規定による確認の結果、

保護者が子に普通教育を受けさせて

いないと認める場合には、市町村の

教育委員会は○項の認定を取り消さ

なければならない。」 

（中学校等についても同様の規定を 

追加） 

これらの制度改正により、以下の効果

が期待される。 

① 子どもにとっては教育の選択肢が増

え、自分に合った学習形態を選ぶこと

ができる。教育機会の多様化が、子ど

もの能力をより一層伸ばすことにつな

がる。それぞれの能力を伸ばすことは

その子だけの利益にとどまらず、結果

的には社会全体の利益になる。 

② 不登校の子どもや外国人学校に通う

子どもは現行制度の枠外であり、これ

らの子どもに対しては教育水準を確保

するための制度上の措置がとられてこ

なかった。これらのケースについて教

育委員会が定期的に教育内容をチェッ

クすることにより、義務教育として求

められる教育水準が確保されているか

どうかを確認できる。 

③ 不登校を制度上認めることで、その

社会的認知にもつながる。この制度改

正だけで不登校をめぐる問題がすべて

解決されるものではないが、家庭及び

学校の双方において、不登校への対応

のための負担が軽減されることも想定

される。 

 

（２）予想される懸念とそれに対する考え 

  上記（１）の提案に対しては、制度改

正に伴う懸念が指摘されることが予想さ

れる。 

ア．義務教育の水準が確保されないとの

懸念 

現行の義務教育制度は、全員に対し

て共通のカリキュラムで教育すること

及び学校という集団の中で教育を行う

ことにより一定の教育水準を確保して

いるのであり、その例外を認めること

は教育水準の低下を招くおそれがある

との指摘が予想される。 

しかし、実態としてすでに不登校や

外国人学校への入学といった学校に通

っていないケースが生じている。現状

では、不登校のケースについては教育

水準を確保する枠組みは設けられてお
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らず、外国人学校のケースについては

制度が機能していない。一方、上記（１）

の制度改正を行えば、教育委員会によ

る定期的な面接及び指導が行われ、認

定試験によるチェックも行われるので、

むしろ教育水準を確保しやすくなる。 

 

イ．就学しないことを助長するとの懸念 

学校に行かないことを認めることに

より、不登校の子どもが増えるのでは

ないか、あるいは、不登校への対応に

努力している教職員の意欲を減退させ

るのではないか、との指摘も予想され

る。 

しかし、教育義務に改正した後も学

校で義務教育を受けることが原則であ

ることに変わりはない。たとえば高校

は義務教育ではないにもかかわらず高

校等進学率は 97.7％18となっているこ

とを考慮すれば、義務教育の段階で学

校に行かなくなる児童生徒が急激に増

加するとは考えにくい。 

また、教職員による対応については、

制度改正後も不登校への対応をこれま

でどおり行うよう、学校や教育委員会

における指導方針を徹底する。 

なお、保護者や子どもたちに教育の

選択肢が与えられた場合、教育の場と

して学校が選択されるよう、より魅力

ある学校づくりが学校や教育委員会に

は求められる。制度改正を教職員の意

欲向上の契機としてとらえることもで

きるだろう。 

 

                                                  

                                                 

18文部科学省『学校基本調査（平成 19 年度）』。

通信制課程への進学者を含む。 

（３）経済的負担及び財政上の措置 

就学義務を教育義務に改正することに

伴い、家庭の経済的負担及び財政上の措

置をどうするかという問題が生じる。 

ア．家庭の経済的負担 

    フリースクールや外国人学校に通

う場合の授業料や家庭での教育費に

対し、公費による補助をするかどう

かが問題となる。 

憲法は「義務教育は、これを無償

とする。」（26 条 2 項）と定める。教

育基本法は「国又は地方公共団体の

設置する学校における義務教育につ

いては、授業料を徴収しない。」（5 条

4 項）と定めている。憲法で定める義

務教育の無償とは、「授業料不徴収の

意味」19と解されている。 

一方、「私立の小学校、中学校又は

中等教育学校の前期課程への就学は、

保護者の自由な選択によるものであ

るから、公立学校就学に伴う授業料

無償の権利を放棄したものと考えら

れるので、授業料の徴収を禁じられ

ていない。」20とされる。 

公立学校以外の選択肢については

有償とするという考え方からすれば、

フリースクールや外国人学校の授業

料についても家庭が負担することと

なる。 

ただし、経済的に困窮している保

護者に対しては、現行の就学援助制

度を改正し、学校以外の場で教育を

 
19前掲『逐条学校教育法第 6 次改訂版』ｐ.62。 
20同前ｐ.62。なお、公立学校には馴染めないと

いった理由で私立学校に通うケースもあるとす

れば「授業料無償の権利を放棄」とまで言いき

れるかどうか若干疑問はある。 

 7 7 



PHP Policy Review  Vol.2－No.8 2008.5.9  ＰＨＰ総合研究所 
 

受けさせる場合であっても学用品購

入費等を支援する。さらに、教科書

の無償給与のように「国の財政等の

事情を考慮して立法政策の問題とし

て」21、私立学校も含めて授業料等に

かかる家庭の経済的負担を公費で支

援する余地もあるかもしれない。 

 

イ．財政上の措置 

教育義務に改正し、個々の児童生

徒に対して市町村教育委員会事務局

の指導主事が定期的に面談及び指導

を行うとなれば、そのための人件費

が必要になる。人件費について試算

をしてみたい。 

仮に、不登校の児童生徒及び外国

人学校に通っている児童生徒がすべ

て学校に通わないこととすると、対

象となる児童生徒数は 13 万人（＝12

万 7千人+3 千人）である。この 13 万

人に対し、学年の学期ごとすなわち

年間 3 回の面接及び指導を行うこと

とする。市町村教育委員会の指導主

事が 1 日に 3 回、年間で 200 日面接

及び指導を行うとすると、必要とな

る指導主事の数は 650 人（＝13 万人

／年×3 回／人÷（3 回／日×200 日

／年））である。650 人分の人件費は、

年間 47 億円（＝650 人×725 万円22）

である。 

大雑把な試算であるが、制度改正

のためには年間 47億円の人件費を新

                                                  
21同前ｐ.62。 
22地方交付税の単位費用（平成19年度）のうち、

市町村分の教育委員会事務局職員の給与費の合

計額（116,010 千円）を職員数（16 人）で除し

た額。 

たに財政上確保する必要がある。 

 

６．おわりに 

 

今回提案した制度改正を実現させるため

には、まだ多くの課題が残っている。たと

えば、就学させないことを市町村教育委員

会が認定するときの基準はどうするか、家

庭で教育を行う場合に教材や指導者はどう

するか、市町村教育委員会がどのように定

期的なチェックを行うかなどの点をさらに

検討する必要がある。 

しかし、就学義務を弾力化するニーズは

すでに存在している。 

今後、国での検討が進められ、制度改正

が現実のものになることを期待したい。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⒸPHP Research Institute, Inc 2008 
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